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 ミニ講座　これからの交通を考えるセミナー

「これからの交通を考える」
～地域公共交通の活性化の重要性と自治体が果たすべき役割～

 加　藤　博　和　氏　
 （地域公共プロデューサー　名古屋大学大学院環境学研究科　准教授）

【プロフィール】
　1970年岐阜県多治見市生。名古屋大学大学院工学研究科博士後期課程修了（博士（工
学））。同助手を経て2001年より現職。
　専門は交通・環境計画、ライフサイクルアセスメント（ＬＣＡ）、環境配慮型交通戦略。環
境省「脱温暖化2050」研究プロジェクトに参画し、交通活動に伴う地球環境への影響評価や、
地球環境にやさしいまちづくりを研究。愛知県・名古屋市の地球温暖化防止計画の策定にも携
わる。
　一方、「地域公共交通プロデューサー」として、主に名古屋周辺部で、自治体やバス事業者
と協力しての「現場」での路線バス・コミュニティバス企画に多数携わるとともに、アドバイ
ザー・講演活動も行っている。さらに国土交通省「コミュニティバス等地域住民協働型輸送
サービス検討小委員会」委員として、2006年改正道路運送法の方針づくりにも参画した。名古
屋周辺の路線バス・コミュニティバス情報を調査し、ホームページ
（http://orient.genv.nagoya-u.ac.jp/kato/bus/index.htm）で随時発信。

　はじめまして。名古屋大学環境学研究科の加藤と申します。私の専門は、地
球環境問題です。一方で、今日お話しする地域公共交通は、昔は趣味と言って
いましたが、「趣味を超えているだろう」と言われまして、最近ではサイド
ワークというか、セカンドワークと考えています。もともと公共交通、特にバ
スが非常に好きでしたから、いろいろと調べたりしているうちに、実際に作る
とか、良くしていくための活動をやるようになったということです。法制度を
作ることに関わる機会も得ることができました。今の公共交通の走らせ方の仕
組みについていろいろと取り組んできましたので、そのことも含めて、自治体
として公共交通にどのように取り組んでいったらいいのかに関して、私が考え
ていることをお話ししたいと思います。
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地域公共交通プロデューサーとして
 －「利便性が高く費用の安い公共交通実現」を「現場で」目指す－
 （スライド１、２）
　先ほど、司会者から地域公共交通プロデューサーというご紹介をいただきま
したが、勝手にそのように名乗っています。ほかに誰もいないのではないかと
思いますが、別にこれは資格があるとか、認定があるとかではなく、勝手に
言っているということです。一言でいうと、自治体、あるいはバス会社などと
協働して、今までのあまり大して乗らない公共交通を作り変えていくという仕
事です。
　その例として、東浦町といいまして、中部国際空港の東、知多半島の付け根
にある町ですが、人口は５万人を超えまして、まもなく市になろうとしている
町です。コミュニティバスと路線バスとあったのですが、路線バスの利用が非
常に少なかったため、去年の９月末に全廃になりました。そこで、もともとあ
りましたコミュニティバスを拡充し、全町をコミュニティバスで網羅しました。
ちなみにこのバスは愛知県の中で１、２を争うほど利用者が多いバスです。こ
れに７年来関わってきましたので、いろいろ工夫を細かくして皆さんに乗って
いただくように努力しています。
　一方、春日井市は名古屋の北東に接している市です。勝川（かちがわ）は中
央線に乗って名古屋市を出てすぐの所の駅ですけれども、そこの商店街の皆さ
んが中心となって、バス会社に委託する形でコミュニティバス（ちょい乗りバ
ス）を昨年の12月22日から運行しました。無料の買い物バスは全国にたくさん
あると思うのですが、これは無料ではなくてちゃんとお金をとる道路運送法上
の乗合バスです。そのために、春日井市の地域公共交通会議で議論していただ
いて、皆さんの合意を得て、地域公共交通会議の認定した路線として運行して
いるという形を取っています。後でもお話ししますが、地域公共交通会議とい
うとコミュニティバスを議論する場だと誤解されている方がたくさんおられる
のですが、全くそういう意味ではなくて、例えばこのような、住民とか商店街
の皆さんが自分たちで公共交通を走らせたいというときに議論する場でもあり
ます。しかし、そのことを言っているだけでは意味がなく、実際に自分でやっ
て見せないとしかたがないので、大変ではありましたが、この地元の皆さんと
協力して突破したというわけです。
　結局、地域公共交通をプロデュースするというのは「旧弊な公共交通をいか
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に革新するか」という話なのです。大阪は、バスについては日本で一番恵まれ
ています。よく乗っていますし、収支もいいです。一方、名古屋は、路線バス
はほとんど採算がとれない。とれないならまだしも、補助するに値するかどう
かというレベルで考えても話にならないという路線がいっぱいあります。です
から、せめてこの路線だったら補助金を使ってもいいだろう、という路線にど
うやって格上げするかということが大きな課題です。そのためには、やはり旧
態依然でもう何十年も同じように走っているようなバスは駄目で、作り直さな
いとしょうがないということで、そればかりやっています。

地域のニーズにこたえられない公共交通は滅びる！（スライド３）
　自分の経験の中から今日訴えたいことは、地域のニーズにこたえられない公
共交通は滅びざるを得ないということ、そして、バス会社がうまくやらなかっ
たらしょうがないと、自治体が公共交通を放っておいていいかというと、実は
「公共交通が滅びたら、地域も…」ということになるのではないかということ
です。
　まずは、その地域の魅力を高めるような「役に立つ」交通システムはどうす
れば作れるのかという話をします。収益性が低い以上、地域貢献できなければ
存在価値はない。それから、公共交通にこびりついている「旧弊な固定観念」
の打破なくしては先はないだろう。そして、地域のニーズにこたえる発想や体
制の整備が急務で、それは現場起点でないといいものは作れないということだ
と思います。
　本来、現場起点ということを大学教員が言うのは失格であると私は考えてい
ます。きちんとした理論を構築して、それで世の中のことを説明できるように
するのが本務であって、現場に行かないといいものができないと言っているの
では、説明したことになっていないからです。しかし、現状では、地域の魅力
を高める「役に立つ」交通システムをつくるための確たる方法論はありません。
その方法論を考えるには、地域のニーズに応える発想や体制の整備が急務です
が、それがない以上は、現場起点でないといいものはつくれないと考えていま
す。
　偶然にも国土交通省の検討会に参画し、改正道路運送法や地域公共交通活性
化・再生法の原案にかかわることになりましたが、どうしても法律や制度に
なってしまうと、それを検討している間に願っていたことがどこかに飛んで
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いってしまいます。そこで、現制度の中で私がどういうメッセージを伝えた
かったかという話も最後の方でしたいと思います。

そもそもなぜ、自治体の関与が必要か（スライド４）
　皆さんの中に、地域公共交通総合連携計画の策定や実施に携わっている自治
体があるかもしれません。そういうところは特にお感じになっていると思いま
すが、地域公共交通を計画するということは、地域をどうしていきたいかとい
うことと非常に連動するものです。
　大阪は公共交通を巡る環境が恵まれているので、別に自治体がガリガリやら
なくても、勝手に民間のバス会社がやってくれているし、逆に、自治体が余計
なことをすると、バス会社が、「おまえ、どういう権利があって何をやるん
だ」と怒られるということがいっぱいあると思います。でも、今のこの時代は、
「おまえらがちゃんとやらんから、おれらがやらないかんやろ」と言えばいい
わけです。地域公共交通に対して自治体は積極的に仕事をしなくてはいけない
時代になっているのですから。
　実は、2002年の道路運送法改正までは、「自治体は交通政策をやるな」とい
う制度だったのです。つまり、国と独占バス事業者、鉄道事業者が仕切るので、
自治体はおとなしくしていてください、というものでした。ところが、その制
度だと地域公共交通が全然良くなっていかないので、改正道路運送法で、国は
もういちいちバスがどうというのは細かく指示しませんよと、それからバス会
社も責任を持ちませんよと、やりたいところはやるけれどもやりたくないとこ
ろはやりませんよと変えました。この時に、「今までやっていてくれたのに、
やらなくなって不幸だな」と思った方が大半だと思うのです。しかし、逆に
「やる気もないのにやってもらっていて迷惑だったけれども、やる気のある人
がやった方がいいんじゃない」という発想に変わってほしいということです。
　ところが、多くの自治体は今までこの仕事をやったことがなかったので、
「そんなこと急に言われても困るじゃない」と思ったわけです。急に「言われ
ても」ならよかったのですが、実は国ははっきりと自治体に伝えていませんで
した。それどころか、運輸局とか運輸支局のレベルでもこの新しい制度の考え
方は十分理解されていなかったのです。
　とはいっても、「国が悪い」と言っているだけでは何ともなりません。現実
にどんどん公共交通から人が離れているわけですから、自治体とか住民といっ
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た、公共交通を必要とする人が、気づいたらすぐに、自分たちで立ち上がって
やらなくてはしかたがないということだと思います。
　では、自治体にどんな政策があり得るか？今までですと、やはり廃止代替と
か、公共交通空白解消とか、要するにバス会社がやらなくなったところを拾っ
て歩くというのが自治体の仕事だと思われてきました。しかし、これからの自
治体の公共交通政策は、その地域の生活交通をどうやっていろんな交通機関を
使い分けて確保していくのか、さらにそれを超えて、その地域をどういうふう
に良くしていくかということのために、公共交通をより良くしていくことなの
だと、頭を180度切り替えなくてはいけません。
　もう一つ、車に頼った社会構造で本当にいいのかという疑問もあります。私
もいろいろなところへ出張に行きますが、駅を降りると自分の車はなく、自分
の足しかありません。そのときにバスの時刻表を見たら２時間後しかない、タ
クシー乗り場に行ってもタクシーもいない、「どうしようかな？」ということ
はよくあることです。そういう目に遭うたびに、「本当にこんなことでこのま
ちはいいのだろうか」と思ったりします。
　それから、車というのは個人で勝手に動くものですから、そういうことでコ
ミュニティが形成されるのか、という観点もあります。今の世の中はギスギス
しているという話もありますけれども、その一つの理由が、車で勝手に動く社
会になっているということではないかと思ったりもします。地域づくりも、地
球環境も同じです。これは私の専門中の専門ですが、マイカーはCO２排出量
が非常に大きいですから、どうやってそれを減らしていくかも考えなくてはい
けません。
　そのためにも地域公共交通へ自治体が関与しなくてはいけないわけです。そ
のためには、従来は欠損補助という非常に後ろ向きな金の出し方しかしなかっ
たのですが、交通政策に対して投資するという前向きな考え方に改める必要が
あると思います。皆さんのところでもバス会社に補助を出しているところは、
名前だけで結構ですから、変えたらどうでしょうか。欠損補助金なんていう古
臭い、後ろ向きの言い方はやめましょう。悔しいではないですか。何で人が損
した分を税金で払ってあげなくてはいけないのか。そうではなく、うちではこ
の路線が要る、この路線によってうちの自治体はこういうことが保証されるか
ら投資してあげている、というふうに考えを改めましょう。
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全国最先端の交通まちづくり政策　－富山市－（スライド５）
　富山市はよく、交通まちづくりでは全国トップだと言われています。実は、
全国トップといっても、欧米の基準からしたら全然大したことはないのです。
富山市は、通知表が５段階あるとしたらグローバルスタンダードでは２とか３
です。ですが、ほかの都市がみんなオール１なものですから、２だといいとい
う、その程度の良さです。だから、皆さんの自治体でも考え方を切り替えれば、
すぐに２、３になって、すぐ日本でトップになります。ただ、全世界レベルで
は全然トップではありません。
　富山市は何をやったかというと、もともとどうしようもない鉄道線があった
ものを良くしたというだけです。そのときにうまい具合にいろいろな補助金な
どがうまく組み合わせできたので、いい車両を入れ、軌道改良もできて、うま
く宣伝もしまして、さえなかった路線がまちの軸となり、今や、観光施設のよ
うになっています。そして、これで市民の支持を得られたので、市内にほかに
100キロぐらい鉄道線があるのですが、それらも順次造り替えていこうという
話になってきているわけです。
　さらに、それをまちづくりの一環として、コンパクトシティを推進する施策
に展開しようと考えています。少子高齢化、経済成熟時代では、バラバラに住
んでいたら金がかかってしょうがない。もっと鉄道の沿線に集まって住みま
しょう。そうでないと、合併で富山県の３分の１の面積を占めるようになり、
立山の頂上まで市域という時代にあって、富山市が生き残っていけるかという
と、無理でしょう。だから、今後50年ぐらいの富山市の長期施策の柱になるよ
うなものです。単に鉄道が便利になったというレベルの問題ではないわけです。

魅力的な地域づくりのツールとして（スライド６）
　そういう意味で、公共交通は、魅力的であるが故に、人がたくさん来て経済
も安定する、持続可能な地域をつくるためのツールとして必要だし、実は、ほ
かの施策に比べるとあまりお金も要らないのです。ただし、お金はそれほど要
らないのですが、出せる財源がないという現状があります。これも実は切り替
える必要があります。どうしても自治体は財源がある仕事をします。でも、財
源がなくてもやらなくてはいけない仕事がある。そのときにはどうしたらいい
かというと、「この自治体にとってこれは必要だ。これが無かったらいったい
このまちは生き残っていけるか」ということを強力にアピールして、財源を作
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らないといけないし、そう思っている自治体がたくさん集まって大きい声を出
していけば、世の中もいい方向に変えられると思っています。それは、私自身
が国の制度づくりに参画したから思ったことです。
　それから、人口減少や少子高齢化の中では、人口をたくさん集めるためにも
クオリティ・オブ・ライフを重視しなくてはいけないのではないでしょうか。
クオリティ・オブ・ライフが低いところは生き残れない。そして、交通システ
ムが充実していることは、クオリティ・オブ・ライフが高い条件の一つでしょ
う。誰でもある程度の移動サービスが享受でき、移動不可能者がいない。そう
すると、自由に外出できて、社会参加機会が増えて地域が活性化するというこ
とです。
　現在は、ほとんどの世帯で車があるので、車を使えないおじいさんやおばあ
さんであっても、息子と同居していれば嫁さんに頼めば乗せてもらえるわけで
す。ところが、嫁さんに「どこかへ乗せていってくれ」とは非常に頼みづらい
と思います。病院だったらまだ頼みやすいのだけれども、買い物などになると
頼みづらいのです。
　こういう意識は、グループインタビューをすると出てきます。「遠慮をして
なかなか外出できない。それが、バスを引いてもらったら、もう大手を振って
出られるようになりました。ありがたい」ということがあります。そもそも、
息子夫婦と住んでいなければ、近所の人に頼まなくてはなりませんが、これも
大変なことですし、タクシーだとお金がたくさんかかってしまいます。中山間
にはタクシーが来てくれない地域もあります。逆に言えば、車が使えなければ
生きていくのにさえ苦労する、そんな窮屈な地域でいいのかという話なのです。
　交通システムは、まちづくりを支え、クオリティ・オブ・ライフを保証する
ものですから、都市・地域が高いクオリティ・オブ・ライフを保証することに
よって生き残っていくためには必要だと思っています。ですから、自治体に
とって公共交通政策は重要なツールの一つです。自治体には、公共交通をやら
なくてはいけなくなったという頭がどうしてもあるので、皆さんも、やらされ
ているとか、なぜやらなくてはいけないのかという気持ちを持っておられるか
もしれません。しかし、そうではなくて、「やれるようになった」「今まで分
かっていないやつがやっていたけれども、分かっている人がやれるようになっ
た」つまり、権利を獲得したのだと思ってください。
　自治体は今まで、何も考えていなかった、もっと正確に言うと、公共交通事
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業者のやりたいようにやっていただけです。やりたいようにやるというのはも
うかるということなので、お客さんがたくさんいるところをやるということに
なります。多くの人を輸送する公共交通としてはそういうところで運行するの
が望ましいので、ベクトルが偶然合っていただけです。でも、公共がかかわる
時にはもっと別の論理があってもいいはずなのです。そのためにも、公共交通
に対して自治体がどう取り組むかという方針を明らかにしていく必要もありま
す。

時代遅れの公共交通事業（スライド７）
　そのために、公共交通の現状について少しおさらいをします。一言で言うと、
時代遅れということです。先ほどから申していますように、2002年の道路運送
法改正において「需給調整規制」の撤廃、すなわち、バスをやりたいといった
らやれる、やりたくないときはやめられるという、参入や退出の自由化が行わ
れました。それまでは、勝手にやめたり勝手に始めたりすることが全くできな
い時代だったのです。
　なぜそうしていたかというと、勝手にやれないので事業は独占になる。勝手
にやめられないので、独占事業者にその地域を全部やらせる。エリアを独占さ
せる一方で、そのエリアの中にはもうかる路線ともうからない路線が混在して
いますから、もうかる路線の黒字でもうからない路線の赤字を補填するという
「内部補助」という仕組みを使って、もうからないのももうかるのも全部その
会社の帳尻合わせの中でやってください。そうすれば、その地域の公共交通は
一定レベルで保たれます、という仕組みをとってきたわけです。
　でも、これは、公共交通が地域としてどのくらい必要であるかということは
何も考えていない。とにかく会社の中で帳尻合わせしろ、勝手にやめたりする
な、という制度です。何も考えていない上に、参入ができない独占状態ですか
ら、進歩がなくなるに決まっています。ですから、世の中はどんどん変わって
いるのに、バスは全く変わらないということが起こる。これでは乗らなくなっ
て当然ですね。
　逆に言うと、今まで何もやっていなかったので、やれることはいっぱいある
と思っています。その意味では、大阪のように全国でもまれに見る公共交通に
恵まれた地域は、この「まだやれる」というのがかなりあると思っています。
ただ、あるのですが、民間企業もやれるので、その辺りで自治体は苦労される
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かもしれません。
　これが東海地方だと、どんな路線を引いても赤字ですから、事業者が自力で
は路線展開できません。そのため、役所に「これを作れ」と言われたら、「で
は、幾ら出してくれますか」と言うだけになってしまいます。大阪はまだそこ
まで行っていないと思います。地域によっていろいろです。
　バス事業は全然進歩がなかったので、2002年の道路運送法改正において「需
給調整規制」が撤廃されて、好きに作ってもいいですよとなった。逆に、やる
気のないところはやめてもらった方がいいということにしたということです。
それによって、バス会社にやる気のあるところは競争が出てくるし、やる気の
ないところでも地域として必要なのであれば自治体がやる気を出すということ
になり、公共交通がよくなっていくというのが、まさに机上の発想です。「自
由化すれば良くなる」と、競争を喚起すれば皆さんが頭を使ってどんどん良く
なっていくと考える人たちがたくさんいましたし、今でもいます。規制緩和に
ついては、例えば派遣労働を始めいろいろと問題が出てきていますが、バスの
件も同様です。バスがそれで良くなるかなと思ったら、残念ながら全然良く
なっていないわけです。

ここがヘンだよ　バス事業「七不思議」（スライド８）
　日本バス協会で2003年の秋、この年はちょうどバス100年ということで記念
のバス活性化シンポジウムが行われました。このシンポジウムに私がパネリス
トとして招かれまして、「ここがヘンだよ　バス事業『７不思議』というもの
をお話ししました。
　１．お客さまを待たせることを当然と思っている。
２．遅れるのは仕方ないとしても、お断りやおわびがあまりない。
　　バスは10分ぐらい遅れたって何ともないですよね。でも、普通待ち合わ
せで10分遅れたら怒られますよね。

　３．従業員の方が偉そうにしていることが多い。
　４．降りるまで値段が分からないことが多い。回らないすし屋よりひどい。
　５．お客さまや現場の不満がほとんど改善されていかない。
　６．わざと隠しているのではないかと思うぐらいＰＲ下手。
　７．社長が自社商品を使っていないことが多い。
　このシンポジウムは、バス会社の社長がずらっと並んでいたので、大笑いし
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ている人と、メチャメチャ怒っている人と両方に分かれましたけれども、どち
らにしても、ほとんど乗っていないと思います。例えば、トヨタの社長が日産
車に乗っていたらとんでもない話です。それがバスだと当たり前ということで
す。
　これら７個全部、普通の商売では考えられないしあり得ない。これがバスの
常識、世間の非常識。こういうことがまかり通っている間は、バスは乗らなく
てはしかたがない人しか乗らないということです。

「コミュニティバス」は救世主となったか？（スライド９）
　規制緩和とは別の動きとして、ムーバスというバスが95年11月に東京の武蔵
野市で走り始めました。今2009年ですので、13年ちょっと前のことです。武蔵
野市は東京23区の西隣にある市です。ムーバスは非常にインパクトが強かった
ために、その後、コミュニティバスとして全国に拡大していったという経緯が
あります。
　このムーバスというものには、二つの新しい提案があります。一つは、従来
自治体が公共交通を運営するときには、市交通局など公営交通事業を立ち上げ
るというやり方を取っていたのですが、この武蔵野市の例はそれはやっていな
くて、自治体がやりたい路線・ダイヤを決め、それを事業者に委託するという、
運営と運行の分離をやりました。このことによって、事業者は採算性を気にす
ることはないし、自治体は運行する部門は持っていなくて、どういうふうに運
行していったらこの地域は良くなるのかということを考える企画だけ持ってい
ればいいということで、うまく役割が分担できることになりました。
　ムーバスに特徴的な小回り循環とか、停留所の間隔を短くするとか、小さい
バス車両で走るとか、運賃を100円にするといった、通常のバス会社がやった
ら全部赤字になることは、運営と運行が分離されることで初めてできるわけで
す。そこで、バス路線の性能をきめる４つの基本コンテンツ（系統・ダイヤ・
乗降施設・車両）を自由に設定したわけです。その結果、旧弊な路線バスの概
念を覆すことができるようになりました。それに触発されて、全国の半数近く
の自治体が、今、コミュニティバスを運行しています。

コミュニティバス「なるもの」の問題点（スライド10）
　しかし、残念ながら、武蔵野市で３年にもわたっていろいろと検討されたこ
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と、つまり、なぜ自治体がわざわざバスを、人口密度が平方キロ２万人近い、
路線バスも鉄道もいっぱいあるような所で、しかも赤字覚悟でやらなくてはい
けないのか。これを正当化するために３年間じっくり検討したことが、他の全
国の半数近くでやられているコミュニティバスに全く活かされていません。む
しろ、表面的サル真似によって、似て非なる非効率の巡回バスが広がる原因に
なっています。何も考えていないからそういうことになってしまう。
　これは、自民党本部でお話ししたものです。コミュニティバスにどのような
問題点があるかついて、以下にまとめられると説明しました。
　１．「ベストプラクティス」のデッドコピーとなりがちである。
　２．「公共性」と「公平性」が混同されがちである。
　３．ネットワークの「中途半端な」破壊。

　つまり、コミュニティバスを100円で運行すると、「路線バスに比べて
運賃が安いのはなぜだ」という話が出てきて、それがずっと広まると、結
局、低いサービスレベルのコミュニティバスばかりになって、運賃は安い
かもしれないけれども誰も使えないということになってしまう。

　４．住民の生活圏、ニーズと運行が一致しない場合が多い。
　　　要するに、自治体ごとに勝手にやってしまう。
５．運行と運営の分離はいいスキームですが、一つ間違うと住民や自治体や
事業者の新たなモラルハザードを生む。
６．フォローアップ体制がない。コミュニティバスを運行開始して喜んで、
それで終わりということが結構多い。
７．「採算性」と「生産性（効率性）」に関する議論が未成熟。一言で言う
と相場観がない。

　８．車両や運行方式の開発が遅れている。
　９．制度が対応できていない。
　10．そもそも「コミュニティバス」ってナニ？
　以上１から９までのことがよく考えられているところと、考えられていない
ものとの玉石混交である。
　ですから、コミュニティバスがいい、悪いとは一概に言えませんという話を
しました。
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地域公共交通政策が必要な理由を見失っていないか？（スライド11）
　地域公共交通への公的投資の是非、例えば路線バス事業者に補助をするのか
しないのか、あるいは、コミュニティバスを運行するのかしないのかというこ
とに対して、いろいろと理由が考えられますが、そのことをやはりきちんと整
理しないといけない。隣の市でやっているので、うちでやっていないと恥ずか
しいからやれとおっしゃった首長は全国にどれだけでもいます。大体そういう
ところで成功したためしがないわけです。バスはステータスシンボルではない
からです。
　地球環境に優しい乗り物か？利用されない空バスだったら逆効果です。
　移動制約者のために必要か？バスは「ザルの福祉」であって、バス停が近く
にある所しか乗れないわけですから、バス停が遠い所は全くカバーできないわ
けで、こんなものが福祉政策と言えるのかという話です。もし、移動制約者を
広くカバーするのであれば、タクシーチケットでも配った方がよほど政策とし
てまともです。
　手段や見た目にこだわらず、なぜあえてうちはバスをやらなくてはいけない
のか、なぜうちはＬＲＴ（Light Rail Transit　路面電車を近代化した新しい
交通システム）をやらなくてはいけないのかという政策の意義、つまり、税金
を投入する意義をはっきりさせる必要があります。

交通政策と福祉政策の違いを意識する（スライド12）
　コミュニティバスでは、交通政策と福祉政策が混同されやすいという問題点
があります。実は、武蔵野市のムーバスは公共交通空白地域をカバーするとい
うことでありながら、決して福祉政策ではないといわれています。従来のよう
な、公共交通の採算確保というやり方では、本当にニーズがあってもバスを引
くことができない場所があったので、役所がそこにちょっとアシストすれば、
ちゃんと住民も公共交通を使ってくれて、その地域も魅力的にできるのではな
いか。だったら、そこに何百万円の補助金を出すのも悪くない、という考えで
す。これが武蔵野市の場合の交通政策です。
　それに対して福祉政策というのは機会均等ですから、自由に移動できない
人々に交通手段を提供するということが主です。その方法はバスでない方がい
いことが多いのです。ですから、交通計画は必ず、「福祉的なシビルミニマム
を確保」する政策と「地域を活性化」する戦略を混同せず、両方とも必要なの
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であれば二段構えになっていないといけません。

地域住民・地元企業主体のＮＰＯによる路線バスサービス
 「生活バスよっかいち」（スライド13、14）
　バス会社がやるのも駄目、それから自治体がやるのも駄目、では何がいいか
なと思っていましたら、2002年に「生活バスよっかいち」というものに出会い
ました。これは、住民と沿線の企業、病院が参加するＮＰＯ法人がバスを運営
するというもので、私自身も立ち上げに協力しました。このとき私が苦労した
のは、有償運送許可が出ないことでした。こういう訳の分からない、今までと
全然違う運行に対してどうやって法的に位置づけるかということが非常に難し
くて、それだけで１年近くかかりました。でも、何とかできました。
　このバスの面白いのは、運行費用を10とすると、運賃は１だけだということ
です。残りのうち、企業や病院からの協賛金で６集め、さらに市から３もらう、
１：６：３になっています。これは１で10動かすバスです。利用者が１払うこ
とで10の運行ができるという、てこの原理みたいなバスです。１支払う人たち
に「こんなバスがあってありがたい」と思っていただけるので、協賛金が出て
くる。この協賛金と運賃を集めた７をもって、市に、「おれたちはこんなに頑
張っていますよ」と掛け合って３を出してもらう、というモデルです。
　スピード感もある事業の進め方でしたし、公共交通運営のＮＰＯをつくると
いうこと自体が新しい発想です。実は、市としてもこういうところに公共交通
空白地域ができるとまずい。でも、四日市市はそれまでの自主運行バスが全く
お客さんが乗らない状態でした。それに対して、住民が一生懸命お金を集めて
きて、それなりに乗っているのだから、自主運行バスよりこちらの方が金を出
す意味があると、ちゃんと理論武装できるような体裁もとっているということ
です。こうやって、全体として、関係者の「ココロ（soul）」が本当に共有さ
れているものです。
　利用者は最初、１日70人ぐらいでした。最初有償運送許可が出なかったの
で、半年間無償運行をやった後、有償に転換しました。有償に転換すると３割
から４割ぐらいは利用が減るのが普通です。ところが、この「生活バスよっか
いち」の場合は乗客が10人ぐらい増えてきたわけです。なぜ増えたのか。車内
で聞き取りをしましたら、「タダだったら乗りにくいじゃないですか。神社と
かお寺さんへ行ったことありますか。ただでお参りできますか」と言うんです。
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小銭を持っているか確かめてから神社へ入らなくてはお参りしづらい。それと
同じで、バスも本当に役に立つバスであれば、タダだとむしろ乗りづらくて、
お金を払って乗った方が気が楽になる。これをさい銭効果と呼んでいます。ま
さにさい銭の感覚で100円払ってくれるということです。毎年10人ぐらいずつ
増えて、今１日110人まで行きました。

「一所懸命」（スライド15）
　私はこれを「一所懸命」と呼んでいます。地域公共交通は、走っている沿線
の限られた地域にほとんどの便益が落ちます。そのために、それをより良いも
のとするには、その地域自身の主体的な参画が必要です。実は、多くの住民・
利用者は、バス路線は黒字なのか赤字なのか、赤字だとしたら誰が補填してい
るのか知らない。大阪の場合は自治体の補助金は少ないわけですから、多くの
場合は内部補助になっていて、例えば大学とか大病院のような利用者が多い路
線の黒字を取って不採算路線に回しています。ですから、お客さんが乗ってい
ないのに民営バスが存在する地域は、そういう大病院とか大学とかにあまり足
を向けて寝てはいけないかもしれない。でも、そんなことは誰も知らないわけ
です。そんなモラルハザードでいいのかということです。
　そうでなくて、この地域のバスはこれだけ金がかかっているのにこれだけし
かお客さんが乗らないので、これだけ赤字になるものなのだ、ということを
知っていてもらう必要があります。赤字になったら全部地域の人たちが集めな
くてはならないわけではないですよ。でも、どこかからもらうのであれば、も
らえることを正当化するような動きぐらいしてもらわないと困る。これがまさ
に、地域が自ら考え、自ら責任を負うことで、身の丈に合った、つまり、無駄
な運行にはならない、なるべく安くて、より使いやすい運行にするという作用
をもたらす。ですから、住民が参加して公共交通を作っていくということは、
間違っても行政が住民に「厄介払い」することではありません。むしろ、まじ
めにやろうとすれば、住民の皆さんは、どうしてこんなことをやらなくてはい
けないのだということを一生懸命考えるわけなので、それに答える行政にとっ
てもすごく面倒な仕事になります。
　金さえあれば、「自治体が金を出して走らせているじゃないか。文句を言う
な」でいいわけです。金を出さないで住民の皆さんに考えていただく方が圧倒
的に面倒です。でも、残念ながら、多くの自治体は出せる金がなくなってきて
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いるわけです。

みんなで「守って」「育てる」－利害関係者と金・人・心・口－
 （スライド16、17）
　地域公共交通システムは、市町村だけではなくて、交通事業者や利用者や地
域住民や沿線企業といった利害関係者たちが、「人」「金」「心」「口」を負
担し、支援することで走ります。みんなで守って育てるという考え方に行かな
いと、誰がお金を出しているか分からない、なぜ走ることができているか分か
らないというのでは、地域公共交通としては駄目なのだ、という意識に転換し
ていかなくてはいけないと思っています。
　そのときに、「要するに、世の中金か」と言われるかもしれない。けれども、
別に「金」だけではなくて、「人」を出すこともできます。それから、「心」
を持つ。「あのバスってすごく大事なんだよ。だから、みんなで乗ろうね」と
思う。それから、意見（「口」）を言っていくことはすごく大事です。これら
をきちんとやることで公共交通は維持されていきます。こういう意識を醸成し
ていくことも自治体には求められています。

「公共交通でまちづくり」という意識の共有がバスを走らせる
 高松市「まちバス」（スライド18）
　高松の駅から、丸亀町という高松でも一番の商店街に、歩いても行けるぐら
いの距離ですが、まちバスというものが運行しています。そのポケット時刻表
には、「まちバスを増便するために協賛車体広告を募集しています」と載って
います。ちょっと考えたら小学生でも分かるような理屈ですが、公共交通では
みんなこのことを知らないということなのです。
　そのために、この商店街がいろいろな企業をコーディネートしています。実
は、こういうモデル的なものが出てくると、先ほどの四日市市の例もそうです
が、役所が補助をしたくなるということになります。ところが、商店街の担当
者の方は、「お金をあげると言われたが、もらったらあっちへ止まり、こっち
へ止まりになるから要らん」と断った。いいですね。こういうふうに言ってみ
たいものですね。僕が担当だったら、「ああ、ありがとうございます」と言っ
てすぐもらいそうですが、断ったということです。ここまでやれたらすごいな
と思うのですが、多くの場合はなかなかこうはいきません。
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　でも、目的意識の共有は非常に重要です。このバスは何のために走らせてい
て、それに対して貢献したいという人たち、あるいは、それを何かの自分たち
の見返りとして受け取りたいという人たちが集まって支える、という意識が非
常に重要だと思います。

高齢化に突入した「ニュータウン」の公共交通を商業施設が支える
 春日井市　高蔵寺ニュータウン「サンマルシェ循環バス」（スライド19）
　愛知県春日井市の高蔵寺ニュータウン、これは千里ニュータウンみたいな所
ですが、高齢化が非常に著しい地区がある。このニュータウンの中心街へ出ら
れるバスをデベロッパーと名鉄バスで作った。そうしますと、最初は誰が乗る
のかと思ったら、乗って乗ってしょうがないという状態になっています。もち
ろん高齢者がたくさん使うのですが、若者も使っています。走り出してから
「あれは便利だな」と思うと、だんだん需要が出てきます。

市運営でありながら、多数企業の協賛を得て運行
 松阪市市街地循環バス「鈴の音バス」（スライド20）
　三重県の松阪市の「鈴の音バス」という市街地循環バスです。自治体バスで
すが、実は、企業、市民から五十何社協賛金を集めまして、運営経費の３分の
１を賄うことになっています。運賃が３分の１、協賛金が３分の１、補助が３
分の１の１：１：１で、このバスを運行しています。
　協賛企業は、せっかく金を出したのでちゃんと時刻表とかポスターを配って
乗ってもらわないと元が取れない。それから、ＰＲもしていかないといけない。
その代わり、ラッピングとか社内広告とか停留所広告を出すという形で支援し
ながら宣伝もしてもらうというモデルをとっています。市役所がそういう手引
きをしています。

地域住民主体で自治体が支援する路線バスサービス
 名張市国津地区コミュニティバス「あららぎ号」（スライド21）
　もっと田舎へ行った場合の例として、三重県名張市ですが、市のいわゆる白
バスです。しかし、実際には地区の運行協議会が委託して運行している。地区
は路線が欲しいが、お金はない、ノウハウもない。だけど、人だけは出します
というので、では、市が支援してあげましょう。車は買いましょう。それから、
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運行経費の補助もしましょう。それから、79条登録もしましょう。その上で、
地区の運行協議会でダイヤとか路線は作ってください、運転手もどこかから調
達してください、という形でやっています。
　１日８便走っているのですが、すべて経路が違います。中学校・小学校の通
学向け、通院向け、買物向けと、便によって決まっています。その地区はそれ
ぞれの時間にどういうニーズがあるかが全部分かっているので、それに合った
行き先をとる。すべての便は最寄りのバス事業者の停留所にリンクしているの
で、そこで乗り換えて名張駅にも行けます。そうやって路線バスとも協力して
います。

地域参画型運営方式（スライド22、23、24）
　バスを維持するための、利用者・市町村・商業事業者の負担割合は様々です。
どんな割合であってもよいのです。利用者と地域と市町村での「三方一両損」
ですが、金を払ってもこのバスがあった方がいいと思わせる「三方一両得」に
するにはどうしたらいいかということを考えなくてはいけません。
　そのときには、地域住民と自治体と交通事業者のコーディネートが一番難し
い。どうしてかというと、地域住民と自治体と交通事業者は普通に暮らしてい
る分には会うことがありません。ですから、出会いの場も作らなくてはいけな
い。出会ったとしても、言葉が全然通じないものです。交通事業者は難しい専
門用語ばかり言って、結局いろいろ聞いているけれども、要するに「できな
い」としか言わない。自治体は、この地区だけやるのは問題だとか言う。住民
は、とにかく走らせてくれればいいと言う。これではメチャメチャで、全くコ
ミュニケーションできません。ですから、コーディネーターも重要になってき
ます。
　もちろん私自身もそういうことをやってきました。でも、私だけでやってい
ると疲れきってしまうわけです。１年に２～３個しかできない。やはり、自治
体の皆さんがこういうことをできるようにしないといけないのではないかとい
うことで、今日来てお話ししている一つの意味でもあります。
　実は名古屋周辺では、市町村がお膳立てし、コーディネーターになった形で
の地域参画型公共交通が次から次へと出てきています。豊田市では８路線、名
張市では３路線、松阪市２路線、岐阜市８路線、一宮市２路線、豊橋市１路線、
そして、岡崎市で３月から１路線と、次から次へと出てきています。やる気の
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あるところにやってもらうことで、やる気がないところも引っ張り上げるとい
うこともやっています。これだけ頑張ってもらえればやれるのですよ、今まだ
そういう動きがないところも、ぜひ手を挙げてくださいねということをやって
います。

「適材適所」（スライド25、26）
　ただ、お金がとにかくないのがベースなので、とにかくどこにでもバスを走
らせればいいということはありません。大事なのは「適材適所」です。地域に
とって必要な公共交通はどのような形態かは地域によって異なります。コミュ
ニティバス、ＬＲＴ、デマンドと、いろいろ選べるわけです。ですから、「と
にかくコミュニティバスを走らせたい」なんて言った瞬間にもう失敗への第一
歩に進んでいるのです。
　そうではなくて、その地域にどんな資源（人、組織、車両、資金）があって、
それからニーズ（通学、通院、買い物）があって、その資源とニーズをどう
やってうまく合わせていくかということが大事です。その地域の人たちが一所
懸命に考えること、そして、地域の人たちは公共交通のプロではないので、プ
ロがきちんとサポートすることをやって、初めて実現していきます。
　先ほどの「生活バスよっかいち」の場合でもいろいろと議論しました。時間
はかかりましたが、面白かったです。廃止路線は近鉄の四日市の駅へ行ってい
ましたが全く乗らなかった。これに対して、新しいバスはぐねぐねと走ってい
ます。本来はぐねぐね走っているのはあまり良くないわけなのですが、病院や
スーパーとうまく結び付けています。しかも、それが全部協賛企業であるとい
うことで、協賛企業も宣伝してくれるし、バスに乗る人も協賛企業の皆さんが
お金を出してくれているのでこのバスが走っているという意識はありますから、
そういう意味ではきちんと意識が共有されているということになります。

「基本コンテンツ」重視に立ち返る（スライド27）
　バスなどの公共交通を作っていくためには、私が「基本コンテンツ」と呼ん
でいる、「系統、ダイヤ、乗降施設、車両」の４つをどのように旧弊なものか
ら新しいものに作り変えていくかが重要だと考えています。最初から申し上げ
ていますように、それは、規制の時代が長く続いたことで全く改善されてこな
かった。旧態依然でした。これからどんどん変えていけます。
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　実は、コミュニティバスをやると、必ず愛称とか車両デザイン、停留所デ
ザインを新しくしますけれども、それだけでは全く意味がありません。道具
ですから、どのぐらい使いやすいかが大事なのであって、そのことに愛称は
全く寄与しませんから。作り変えたときの、まさににぎやかしとして愛称と
かデザインの一新はあるわけです。これらは、「路線がこう変わりました」
なんて理屈っぽいことを言っても皆さんに伝わりませんから、「何とか号と
して生まれ変わりました」という言い方をするときに使うものなのです。何
も中身を変えないで包み紙を変えたってしょうがないわけです。ましてや、
ＩＴＳ（Intelligent Transport Systems：最先端の情報通信技術を用いて人と
道路と車両とを情報でネットワークすることにより、交通問題の解決を目的
に構築する新しい交通システム）とかモビリティ・マネジメント（Mobility 
Management：多様な交通施策を活用し、個人や組織・地域のモビリティ（移
動状況）が社会にも個人にも望ましい方向へ自発的に変化することを促す取組
み）など、いろいろな政策ツールがありますけれども、全く使いこなせない公
共交通に対してこんなものを仕掛けたら逆宣伝になって、よけい乗らなくなる
ということです。ちゃんと基本コンテンツを見直して、そのときに情報提供や
モビリティ・マネジメントをするということがいいわけです。
　その意味では、公共交通を地図と便数で判断するのは非常に良くない。ダイ
ヤと行き先、停留所位置が、住民の皆さんにとって使いやすいかどうかを決め
ることであって、地図上で空白地域が埋まっているかどうかだけでは意味があ
りません。いったいこのバスを使って何ができて、どこへ行けて、どんな幸せ
がもたらされるのかを考えなければいけません。
　そして、一番どうでもいいのは運賃です。運賃は、このバスに対して、この
基本コンテンツに対して幾ら払いたくなるかということで決めればいいだけで、
最初から100円などに固定することはナンセンスの極みです。コミュニティバ
スは100円だというのは迷信に過ぎません。100円だと固定した瞬間に、そのバ
スの進歩が止まるわけです。そうではなくて、このバスだったら200円払って
もいいと思わせるようなバスをどうやって作るかということが大事です。

デマンドをやるなら（スライド28）
　最近はデマンドばやりですが、ＤＲＴ（Demand Responsive Transport）
には様々な種類があるのです。それは、経路が定まっている定路線からドア・
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トゥ・ドアまでの幅を持つ軸と、時間が決まっているか不定であるかというダ
イヤの自由度の軸、この両方で表すことができます。普通のバスのような定時
定路線から、タクシーのようなドア・トゥ・ドアでダイヤがないものまで、全
国いろいろな運行があります。皆さんの自治体でデマンドをやりたいとなった
ときも、デマンドにはいろいろな種類があるということを覚えておいてくださ
い。その中から「適材適所」を選んでください。

地域住民と自治体の協働で成立した路線バスサービス
 松阪市機殿（はたどの）・朝見地区コミュニティバス（スライド29）
　私が松阪市でやった１つのやり方をお見せします。この地域は、田園の中に
数十戸単位の集落が十数か所ばらばらに点在しています。ですから、定時定路
線の引きようもないという所です。数十戸単位の集落ではほとんど需要が出な
い。でも、全体としては数人単位の需要がある。ですので、その地域を真っす
ぐ貫く路線をまず設定して、そこは毎便運行する。路線から離れた集落につい
てはそれぞれ停留所を設けておいて、松阪駅行きについては、電話があったら
行く。松阪駅で乗ったときには、どこどこへ行ってほしいといったら寄る。こ
ういう、定時定路線とデマンドを組み合わせた半デマンドとも言うべき運行に
しました。これはオリジナルですが、なぜこのオリジナルをやらなくてはいけ
なかったかというと、この地域がそういう地域だから、地域にふさわしいやり
方をしたというだけです。別にどこかで成功したからやったとか、そんなこと
は全く考えていません。

「コーディネート」
－「公的補助」「コミバス運行」でない、自治体の新たな役割－
 （スライド30）
　世の中には、とにかく鉄道を残せとか、コミュニティバスを走らせろとか、
路線バスを残せとか、それから、デマンドをやれとか、そういうふうに形から
入る人が非常に多いですね。それに対して自治体も、単に補助するとか補填す
るとか、コミュニティバスを走らせるとかそういうことではなくて、「コー
ディネート」をきちんとやる必要があります。
　まず、公共交通とか福祉交通はなぜ要るのかという戦略を作っていくこと。
それから、ネットワークをその戦略に応じて維持、発展させていくこと。そし
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て、各交通システムをうまくサポートしていくこと。「適材適所」となるよう
にコンサルティングすること。戦略に適合するような交通機関を公認して、広
報して案内すること。そして、担い手を育成すること。こういうことが自治体
に求められます。

路線バスと自治体バスをまるごと再編
 長野県木曽町生活交通システム（スライド31）
　長野県木曽町は４町村合併です。あと、王滝村という、財政危機のため合併
させなかった村が隣にありますが、ここもこのシステムで運行していますので、
旧５町村のバスです。もともとバス事業者が運行していましたが、事業者自体
の経営維持が困難となったため、町が路線を丸抱えすることになりました。そ
れにあたり、旧町村を結ぶ基幹的な路線と、旧町村内の補助的な路線とを区分
して、それぞれに役割を持たせ、連携させるという形をとることとし、町とし
て路線網をコーディネートしました。
　さらに、１年間で９万６千円という定期券を出しました。すごく高いように
感じるのですが、旧町村から高校生が高校に通うとすると、３か月で十万円以
上になるような定期券だったので、画期的に安い設定です。そのせいで減収に
なったらしいですが、たくさんの人が使ってくれて、高校生が他地域で下宿す
るのでなく地域の高校に通い、卒業しても残ってくれる人が増えれば、地域の
持続可能性が高まるという話なので、そのために別に格安の定期券を設定して
補助しても高くも何ともないという話です。

公共交通とＳＴＳを組み合わせて交通システムを構築
 長野県中川村生活交通確保事業（スライド32）
　木曽谷と山を挟んで反対側の伊那谷にある中川村は、村営バスだけではなく
て、ＮＰＯ有償、過疎地有償、福祉有償、これらも含めて、それからタクシー
会社とも協議して、巡回バスと過疎地有償と福祉有償とタクシーをうまく役割
分担させたシステムをやっています。バスに限らず、タクシーや有償運送も含
めた、移動全体のシステムをどうやって自治体がコーディネートしていくかと
いうアプローチも考えられるわけです。
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「品質保証」
 －「地域にとって何が必要か？」を起点とする地域公共交通デザイン－
 （スライド33）
　そのときに大事なのが、公共交通網全体の「品質保証」です。中山間地域で
すと、「公共交通の空白を解消する」というのではなくて、「生活水準を保証
する」ことが大事です。例えば、高校に通学できます、総合病院へ通院できま
す、大規模商業施設・商店街で買い物ができます、県庁、府庁まで日帰りでき
ます、といった具体的な活動を公共交通が保証するということです。
　一方、都市部の場合は、いつも「総花的」でなく「華がある」公共交通シス
テムにしてほしいと言っています。ここの路線は誰がいつ行っても、そんなに
待たずに気楽に乗れる、という路線をきちんと作っていくことが大事です。こ
のような路線は、鉄道、地下鉄、ＬＲＴなどと同じです。一方、マイナーな路
線はそれぞれに応じたシステムを入れていく。バスというのは、どこでも走れ
るのでどうしても総花的な路線になりやすいです。そこをぐっと我慢して、う
ちの地域はこの路線が看板なのだというものをきちんと作ることが非常に大事
です。
　そういう路線を作ると、実はそこに対していろいろな支線を入れていったり
とか、あるいはタクシーとか有償運送とかでカバーしていくということによっ
て、地域全体としてどういう移動システムが必要なのかという品質が保証され
て、住民や利用者のアウトカムが明確になるというシステムができていくので
す。

今こそ必要　自治体の公共交通戦略
 －適材適所と一所懸命をどうコーディネートするか？－（スライド34）
　そういうことを全然考えていなくて、この地域はバスがなかったので引いた
とか、こっちは便が少なかったので補助で増やしたとか、そういう場当たり的
な考えでやっていると、お金ばかりかかってアウトカムが全然出てこない。こ
ういうことを併せ持った公共交通戦略というのを本当は作っていかなくてはい
けません。本来でしたら市町村単位でなくて生活圏単位で作らなくてはいけま
せんが、合併を経ていますのでなかなか難しいかもしれません。
　それから、移動制約者ももちろんですが、自治体の魅力づくり、訪問者の
利便性の向上、これも重要です。そのときに福祉交通は、ＳＴＳ（Special 
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Transport Service）をちゃんと考えなくてはいけません。それから、自治体
の総合計画、基本構想と連携する必要もあります。
　地区内とか特定需要、これは自治体直営でなくて、「生活バスよっかいち」
やいろいろなシステムをお見せしたように、それが必要と考える地区、あるい
は当事者の皆さんにも参画していただくようなシステムが必要です。実は、一
番いいシステムは、そのような一所懸命の取り組みによってできます。
　逆に、とにかくうちの市はどこもかしこもコミュニティバスで埋めるという
発想は最も非効率であって、それは交通政策とは言わないのです。メリハリが
あるのが当たり前なのです。むしろ、各地区がバラバラであっても全体として
コーディネートされている。パッチワークのように、近くで見るとバラバラに
見えるのですが、遠くへ引くとすごくきれいに見える、という公共交通システ
ムを作らないといけません。コミュニティバスとか三セクばかり見ていてもし
かたないということです。

地域公共交通会議（スライド35～40）
　こういうコーディネートをやっていこうとしたら、関係地域、自治体、交通
事業者の皆さんが集まって意思疎通して、意識共有できるようなステークホル
ダー（利害関係者）会議がどうしても必要になってくると思います。実はその
ために、2006年の改正道路運送法における地域公共交通会議とか有償運送運営
協議会、活性化再生法による地域公共交通活性化・再生法定協議会、これら３
協議会によって法律的に担保されているのです。
　これらの協議会を立てると、一種の「特区」になり、道路運送法やその他の
交通関係の諸法規を超越することができ、自治体がやりたいことの裁量が増す
という法律になっています。ただ、特区になって何をしたいかが定かでなけれ
ば、特区になっても何も恩恵はないわけです。会議はやるだけ無駄で、やらな
い方がいいということになります。
　地域公共交通会議に対する誤解の典型としては、コミュニティバスを新設し
たり改編したりするための会議だと思っている人がたくさんいますが、全然違
います。後で説明するように、これは路線バスの自由な見直しにこそ効果を発
揮する会議です。それから、鉄道や船の議論もしてもいいのです。これは法的
に位置づけられていないだけで、したければすればいいのです。
　開くのが面倒、前の方が楽だった、という話がありますけれども、実は、昔
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の道路運送法が、自治体が公共交通にかかわることに対する規定が何もなかっ
たといういいかげんさがあったのです。それをきちんとしたのが改正道路運送
法なので、面倒になる部分もありますが、会議の開き方をうまく調整すること
で軽減でき、面倒さをずっと上回るメリットが得られます。例えば、他の会議
と合同開催するとか、部会とか幹事会を活用するとか、他の協議会と一元化し
て開催するとか、いろいろな方法があり得ます。私もいろいろな自治体とやっ
ていますので、それぞれにおいて工夫をしています。
　実は、地域公共交通会議は私のアイデアからできた制度なので、これによっ
て何をやりたかったかについてお話しします。それは、先ほど言いましたよう
に、地域が欲しいと思えば国の基準を超えられるということで、運賃や停留所
やダイヤ設定や事業者選定の自由度、それから、許可手続きの簡略化を保証す
るということです。従来、４条とか21条とか80条とかいろいろ法律の規定があ
りましたが、こういうものを全部無意味化して、この地域公共交通会議で協議
して、その協議が整ったか、そうでなくて、バス会社が勝手にやっているかの
どちらかにバス路線が整理される、という意味です。
　そういうことをしますと、バス会社がやっている路線についても、協議が整
えばこういうことの簡略化が得られるのでバス会社が悪用するのではないかと
いう議論が、国土交通省の検討会でありました。それに対し私は、「悪用され
るために作るのです」と言ったわけです。この会議は地域公共交通にかかわる
人たちが集まる会議であり、ここで協議が整うということは、その地域の人た
ちがそれは必要だと認めているものなので、それだったら、むしろ今まで事業
者が勝手にやっていた路線だって、この地域公共交通会議に組み込んで協議路
線にしていくべきなのではないでしょうか。それが、こういう基準が超えられ
るということをインセンティブにしてできるのではないかと考えたわけです。
　はっきり言ってしまうと、普通の路線バスも全部コミュニティバスにすると
いうのが地域公共交通会議の目的そのものなのです。バス会社が勝手にやって
いる路線も自治体のコントロールに置くようにするということが、実は地域公
共交通会議の一番の狙いです。それによって公共交通をコーディネートする、
戦略を実現する、そして機能するということです。
　地域公共交通会議の活用に関する実例をお話しします。スクールバスとか無
償福祉バスは地域公共交通会議で議論しなくていいものですが、例えばＨ市は、
それも含めて議論して、有償の路線バスやコミュニティバスとうまく連携させ
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るようなことを地域公共交通会議で議論しています。
　Ｈ町の場合は、路線バスの退出への対応について県の協議会、大阪も府の協
議会があると思いますが、そこでの議論には任せないで、地域公共交通会議で
一元的に対応して県の会議に報告する形を取りました。早く対応したのでいい
結果が出ました。
　Ｋ市の場合、地域が運営主体として独自運行するバスについて協議して、市
のシステムとして取り込んでいます。Ｔ市の場合は、路線バスだけではなく、
離島への定期船も含めて協議し、見直しを行っています。Ｔ町の場合は、民営
バスとコミュニティバスを連携させるために、地域公共交通会議で民営バスの
停留所の新設を協議するということを行う。
　こういうことをやって、コミュニティバスだろうが路線バスだろうが船だろ
うが鉄道だろうが全部、その地域の公共交通は自治体がきちんとマネジメント
する、そのための場が地域公共交通会議です。
　地域公共交通会議など３協議会には、情報公開の原則がありますので、きち
んと住民、利用者の皆さんに情報開示しなければなりません。それから、現場
の状況をモニタリングすることもやる必要があります。公開していることで、
不勉強な発言とか独善的な意見を防ぐことにつながり、会議参加の委員に緊張
感を持っていただく。決して広報紙に載せるとかだけではなくて、きちんと
ホームページに公開する、バスの車内に出す、停留所にも出すなど、情報の公
開を行って、必ずこの会議に緊張感を持たせるとともに、現場の意見がフィー
ドバックされるようにする工夫も必要です。

新しくできた法定協議会（スライド41～48）
　こういうことをいろいろと仕組んできたわけですけれども、地域公共交通会
議は道路運送法の会議なので、バス、タクシーしか法的には位置づけられない。
それから、公共交通計画とか戦略が必要だと先ほどから何回も言っていますが、
これは地域公共交通会議では全く位置づけられていない。それから、メンバー
参加への拒否権があるということで、バス会社が「そんなのやってもらったら
嫌だ」と言ったら、できないという弱点があります。
　このことについて本省の自動車交通局で話していたときには、「自動車交通
局でやっているうちにはこれは無理ですね。でも、いつかこれが鉄道とか船と
かもできるといいですね」と話していました。その時、総合政策局の方で、鉄
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道や船などのモードも含めた新たな法律を検討しているという話がありまして、
地域公共交通会議の仕組みを発展させた協議会をその検討組織として位置付け
るという話が進みました。こうしてできたのが、「地域公共交通活性化・再生
法」です。
　この法律で新しく位置付けられた法定協議会は、多モード・新モードに適用
可能です。バス・タクシーだけではなくて、鉄道でも船でも何でもいいです。
航空機もいいのです。それから、連携計画を作らなくてはいけません。さらに、
公共交通事業者や道路管理者には参加応諾義務があって、「出たくない」は言
えませんという仕組みを作ってくれたということで、欠点を全部解消していた
だきました。
　さらに、活性化・再生総合事業の制度ができました。「法定協議会が補助を
受ける」というのはいろいろ面倒な側面もあります。これは私自身が面倒だっ
たので、本省と交渉してなるべく面倒にならないような仕組みにしていただい
たつもりです。
　「自治体の裏負担を前提としていない」というのは、例えばバス会社と国だ
けが負担し、自治体はお金を出さないという事業も実施可能であるという意味
です。いろいろな事業が展開できるという意味で、これは補助金というよりは
アイデア料という位置づけだと思ってください。
　連携計画の連携というのは、関係者の連携とかモード・路線間の連携とか生
活圏内の地域間の連携とかいろいろあります。とにかく、バラバラでは機能し
ないということです。やはり公共交通はみんな連携してやっていかないとうま
くいかないということです。

地域交通政策に関する新体系のまとめ（スライド49）
　道路運送法の改正、あるいは地域公共交通活性化・再生法の施行、そして活
性化・再生総合事業によって、基幹モード・結節点整備への支援とか、端末
モード整備への支援、福祉交通の政策ツールを、法律上自治体がもつことにな
りました。また、３協議会をうまく活用することで、現場の主導・参画による
公共交通網再編が可能になりました。
　しかし、2002年の規制緩和の時と同じで、「法律はつくったので自治体で
やってください」と言ったってできないのは、私自身、自治体の仕事をずっと
やってきてよく知っています。したがって、自分のかかわる自治体で実践する



159おおさか市町村職員研修研究センター

ミ
ニ
講
座　

「
こ
れ
か
ら
の
交
通
を
考
え
る
」

ことで、例を示そうとしています。今日ここに来たのも、皆さんの自治体でも、
こういう仕組みになっているのだから、頭を使って制度をどんどん使ってくだ
さい、ということを伝えたいがためです。また、不備がいっぱいあるので、い
ろいろ使う中で「もっとこうした方がいいんじゃない？」という提案もしてほ
しい。それをまさに「適材適所」「一所懸命」の考え方でやってほしいと思っ
ています。
　それから、現状追認でなくて、政策を作っていく場として３協議会を活用し
てほしい。そのためにコーディネートがすごく重要です。また、連携計画は地
域に合った交通システムに関するアイデア募集のようなものです。やはり、ア
イデアをきちんと出していくということが重要で、その際には、こういう公共
交通を作るとその地域はすごく良くなる、それから、安くいいものができる、
ということをアピールする。それから、バス会社とか地域の皆さんのこともう
まくくみ取って、全体としてコーディネートしているという計画をつくってい
るということをアピールすることも重要だと思っています。

「バスは会議室でなく現場を走っている」（スライド50）
　そのためにも皆さんに再度お願いしたいのが、ご自身の現場、そして他の現
場をちゃんと見てほしいということです。100回お願いするよりも１回利用す
る方が意味があるし、100回聞くより１回見に行ってどうしたらいいかを考え
る方が有効です。その上で、地域にとって公共交通の在り方を自ら考えて作り
出す意欲と行動をどうやって醸成するかです。この業界には評論家とかクレー
マーとかがいっぱいいますが、そんな人はあまり役に立ちません。どうやって
制度を活用して、地域の状況を理解して、現場で連携のソリューション（解決
法）が提示できるか、という行動力こそが問われています。紹介したようない
ろいろな制度が今後育ち、地域の公共交通がよりいいものとなることを助ける
制度になり、さらに地域づくりや地域を育てていくことにつながっていくのだ
と思っています。そのための仕事人は皆さんであるということを申し上げまし
て、私からの話を終わらせていただきます。どうもありがとうございます。

質疑応答
（質問１）本日はありがとうございます。先生がやられている中部地方とは
違って、大阪ではわがまちにおいても３業者が入って路線が網羅されています。
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このため、逆に空白地が少なくて、エリアをどうしてもその３者が決めておら
れる関係で、違うバスが行きたくても行けないのが実情です。今までのご経験
の中で、打開策というのはなかなかないとは思うのですが、事例がありました
らご紹介願いたいと思います。

（加藤）いろいろな考え方があり得ます。先ほど「品質保証」というスライド
をお見せしましたね。今、こういう路線があるからそれをどうやって維持する
か、という発想をいったん離れて、例えば、あなたのまちであればどういう路
線が必要なのかということを頭を全く白紙にして考えてみるのです。そうする
と、８割ぐらいは今の路線になると思います。しかし、２割ぐらい違ってくる
と思います。もちろん、この８割・２割というのは地域によって変わると思い
ます。そのときに、まず自分たちがどうやって白紙から路線をデザインするか
ということの考え方を明らかにする必要があります。私は田舎の仕事が多いの
で、本当に高校に日帰りできるかとか、そういう基準をよく適用してやってい
ます。そうしたら、高校の始業時間は何時だから、それに間に合うためには何
時の電車でなければいけないとか、それに接続する何時のバスでなくてはいけ
ない、というように逆算していくと、必要な公共交通はどのようなものかが明
らかになります。
　大阪では事情がもっと違うものかもしれませんが、いずれにしても、市民の
生活の質の中で公共交通はどれだけ役割を果たさなくてはいけないのか、それ
は具体的に言うと、市民がどういう公共交通のサービスレベルを享受できるの
かということを、とりあえず決めます。これはまた、それをやろうとすると金
がかかるからできないということになったら、もう１回予算との絡みでやり直
すとか何回もやればいいのです。どういう保証をしたいかということを決め、
それに合わせて自分でデザインをして、自分たちはこういう路線にしたいとい
う理論武装ができたらはっきり打ち出す。それが既存の路線で足りないのだと
すれば、これはもう何らかのことをやって、補助をするのか、自分でもう走ら
せるのか分かりませんが、とにかく確保していこうと考えているというアピー
ルをします。
　それに対して、既存の事業者が手を挙げてくれるかです。そういうふうに市
が路線を作りたいのだと明確に自治体の政策に照らして打ち出す。その上で、
それに事業者がどういうふうに答えていくかというやり取りを重ねることが意
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味を持ちます。ここはそう言っても金がそんなにないのでこの程度です。だか
ら、うちが補助なしですけれどもここぐらいはやりましょう。あるいは、もっ
とうちの路線をこうやって作り変えたらできるから、それではこうしましょう、
というのができてくる。そういう情報交換をきちんとやっていくことが非常に
重要になると思います。
　そのときに一番問題になるのは、自治体は基本的には公共交通は素人ですか
ら、「そんなこといったって、今までいろいろな経緯があってこれはこうなん
だよ」とかいうのをわーっと言われると、全く太刀打ちできないということが
ありますから、自治体の方も理論武装をして、「いや、うちは自治体としてこ
ういう考えを持っているのだ」ということをきちんと明らかにすることです。
　先ほど、「自分でバスに乗る」というのを言いましたが、やはり自分でもか
なり乗って確認しないといけないし、バスは乗らないと分からないです。地図
で見ていても全く分からないです。乗って確認する。それから、地域の皆さん
の声をうまく聞き取れるような、そういう仕組みも作る。事業者の特に営業所
とかそういうところにも顔を出して、何を考えているかを探り出す。こういう
こともきちんとやりまして、大体風向きがどういう方向にあるかということを
きちんと見ていくことも必要です。
　そう一朝一夕にできるものではないですが、そういうことができている自治
体は、それまでに３年くらいかかっています。今まで何十年のしがらみなので、
それは１年や２年で片付けられるものではありません。３年目、４年目と来た
ときに、では、やるのだったらこういう制度を使いましょうとか、こういうア
ピールをしていきましょうということを展開していけばいいと思うのです。い
きなり国がどうだからこうだとか言うと、「それはもう関係ないだろう」とい
う話になりますから、やはりそういうのは後にして、自分たちの地域で何が必
要かということからスタートした方がいいと思っています。

（質問２）本日はありがとうございました。以前、交通部門を担当しておりま
した。バスについては、実際、事業単位で赤字かどうかというのは常に問われ
ますが、私自身は、バスを走らせることによって路線価が上がる、このことに
よって自治体経営そのものがプラスになっていればいいのではないかという発
想を持っているのですが、その辺りについて、先生はどのようにお考えになら
れますか。
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（加藤）日本はそういう制度はないのですが、外国ですと固定資産税の上がり
から公共交通へ充当するとか、ある事業所税から公共交通へ持っていくとか、
そういうことがかなり一般的にやられています。それが今の日本の税制ででき
るのかどうかという話はまた別の話になってきます。協賛の考え方というのは、
このように税金ではないのですが、その地域の住民の皆さん、あるいは企業の
皆さんに税金ではないけれども負担してもらうということで維持していきます。
そのときに、ただ維持していくというだけだとインセンティブにならないので、
負担をたくさんしてもらえば路線としても充実しますよという、そういうおま
けも付ける形でやっていくのが手近なのかなとも思っています。
　ちなみに、私自身、今、名古屋市交通局の経営健全化の検討委員をやってい
ますので、公営交通事業の大変さは分かります。名古屋市は市バス・地下鉄と
も累積赤字が非常に多いので、ものすごく苦しんでいます。その時に、一般会
計からどうやって繰り入れるかということも、単に繰り入れるだけだと赤字補
填ですから、そうではなくて、交通局の路線がどうあるべきかということを理
論武装して、それに対して100億円必要だとか200億円必要だとかということを
きちんとアピールするということを、いろいろと作戦を練っているところです。

（質問３）本日はありがとうございます。よろしくお願いします。本市におい
ても、バス事業者は１社ですけれども、ほぼ網羅的に走っていただいていると
いう状況があります。一方で、これだけ高齢化が進んできて、高齢者の方々が
車を運転できないときに必要なバスが欲しいというお声がたくさんございます。
そんな中で、市としても聞いているだけでは駄目なので、一応何か試行的な取
り組みをできないのかなということで地域に入っていっているところです。た
だ、過去から要望のあるところに実際入っていっても、やはり地域として一枚
岩ではないところが多いのです。中には「うちの地域にはバス要らん」などと
言う方もおられる中で、先ほど先生のおっしゃっていた「一所懸命」という取
組みを、行政として何かやりたいと思っているのですが、地域の方で一所懸命
でないという状況が今あります。
　そこで、地域が一所懸命になっていただくような、例えば良い取組みという
のが何かありましたら、教えていただきたいなと思います。

（加藤）例えば松阪市ですと、地域参画型の路線が３地域あるという話をしま
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したが、松阪市としては、公共交通導入の可能性がある候補地は二十数か所挙
げているのです。その各地区で職員が説明を行っています。しかし、大半の自
治会長は「いや、そこまでやらないといけないのならいいわ。要らんわ」と
言ってやっていないという状況なのです。
　ところが、機殿・朝見地区で運行開始したのは、隣の黒部・東地区でバス
が運行開始したのがきっかけです。ここができると、今度はほかのところが
「えっ、あそこでやってるんだったら、うちはもっと人口が多いからできるや
ろ」というので、例えば、その地域の住民の皆さんから、「おまえ、自治会長
だったらちゃんとやれよ」という話がだんだん出てくるということがあります。
ルールを整備した上で、１か所突破口を作るというのが、大きく広げていくた
めに必要だと思います。
　どうですか？そういう焚きつけられるようなところは、１か所ぐらいないで
すか？戦略とはそういうものです。一度に全部でやろうなんて無理だし、やら
なくていいのです。だけど、必要性をちゃんと出すために、ほかの地域でもこ
ういう動きがあったら、これからはちゃんと支援していきますということを打
ち出す。豊田市でもそうです。豊田市だとお金がいっぱいあるから何もやらな
くていいかというと、実はものすごく営業活動をしています。
　全部やる必要はなくて、どこか１か所やってみたらどうですか。もちろん、
どこか１か所となると、またいろいろと難しいところかもしれません。いろい
ろとまた作戦がありますので、もしお話しできるときがあったら詳しく作戦を
伝授したいと思います。

（質問４－１）本日はありがとうございました。お聞きしたいことは、先ほど
講演の中で、ムーバスの猿まねが全国に蔓延しているというお話がありました
が、本市も、コミュニティバスをやっています。運行としては、実際に既存の
バスがありますので、そこを抜けるような巡回バスです。既存のバスがやって
いない所を回っている感じですので、必要というか、いわゆる交通弱者のため
にあるというもので、市民病院を中心にぐるぐる回っているという感じです。
乗降客も、市民病院の利用がデータとしても多いです。
　また、実際補助金で８割ぐらい補填していましてなかなか採算が取れていま
せん。今後どうしていけばいいのかなということを、講義を聞きながら考えて
いましたが、お話に出ていました、協賛機関について、お聞きしたいことがあ
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ります。うちでは、今、全然育っていない状況ですが、今、実際運行中のコ
ミュニティバスに協賛機関を募るとしたら、どういった手順をしていけばいい
のかお聞きしたいと思います。

（加藤）まず、運行についてですが、本当のところは、病院はなるべくやめた
方がいいです。もう病院しかないときだけ病院に行くべきで、病院に持ってい
くというのが一番頭を使っていないということです。確かに、病院に持ってい
けば乗ります。でも、本当に病院へ高齢者を連れていくようなバスを引くこと
が、その高齢者を幸せにすることでしょうか。もちろん病院の患者さんを囲い
込んで、例えば市民病院とかを維持するための方策として考えるということも
あるかもしれません。けれども、本当に必要なのかと考えると、いや、もっと
高齢者の方が潜在的に行きたい楽しい所があれば、そっちに持っていった方が
いいのではと思います。そういう楽しい所は市内にないですか？　いや、市内
でなくてもいいのですよ。実は、バスの問題ではなくて、まず、どこに行きた
いかという問題なのです。
　次に、協賛の話に移りますが、協賛を受けようとしたら、協賛するに足る路
線になっていないと、まず出てこないです。それが問題だということですね。

（質問４－２）例えば大きなスーパーがあるので、そこに寄るようにします、
例えばそこに協賛してくださいと営業をかけるのですか。

（加藤）そうですね。所属は、自治振興課ですか。

（質問４－３）いえ、交通政策課です。

（加藤）松阪市の場合だと商工観光課です。ですから、商工会議所とか商店街
連合会にすぐ頼みにいけるのです。私は交通政策をやるのに、商工観光という
セクションは向いていると思っています。交通政策ではそういう動きが取れな
いので、過去、商工から交通専門の担当になって良くなった例は一つも見たこ
とがありません。実際、交通政策の方が、そういう営業活動を商工の方に何も
言わないでできますか。やるとなったら、かなりタイアップしないといけない
でしょう。もともと商工であれば簡単ということです。
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　実は、交通政策のセクションが市町村にないから駄目だ、と言う人が多いの
ですが、あれは全くうそで、交通政策のセクションにした途端に何もできなく
なることの方が多いのです。財源とか交通政策で何ができるかという道具立て
も付けてそういう課を作らなければ非常に難しいことになります。ましてや協
賛といったら商業事業者とか病院とかだから、福祉系のところとか商工のとこ
ろと連携を取ってやらないと難しい。これは交通だけでやろうとしたら非常に
難しいです。ですから、そういう体制をまず整えないといけないです。だから
連携プロジェクトが必要ということです。庁内の連携なんて市民にとってはど
うでもいい話ですけれども、やらなければいけません。
　その上で、商工会議所とか商店街組織などの話になります。そうすると、大
規模店舗と商店街の関係がどうとかといういろいろややこしい話が出てきます
けれども、その辺は自治体によって事情はさまざまなので、風向きを見ながら
どこと組むと一番波風が立たないという話が出てきます。
　あと、住民にとってどこが行きたいところか、ということをうまくバランス
を取りながら検討する。それでも、協賛金を出してくれるところとくれないと
ころもあるので、ここは気前がいいとか悪いとか、そういうのも見ながら落と
しどころに持っていくという話です。その場合でも、病院はやはり路線の最終
目的地であってほしいと思います。路線を設定するときには、病院は一番最後
に行くところとする。できる限り急ぐ方から順番に持っていく。例えば、職場
が最初、次が駅、次が商業的なところです。そして福祉施設とか生涯学習系の
施設、実は生涯学習系の施設というのがバスにとって一番いいですね。体育館
とか運動場へ行くのは全く駄目、図書館とか文化センターとかが相性がいいで
す。最後に病院ですね。そういう設定をなるべくする。
　生涯学習とかだったら公共だからお金が出てこないので、商業とかでどう
やって支援してもらえるかということを考える。このときには、直接協賛でも
いいですし、例えばチケットを買って配ってもらうということも考えられます。
静岡県掛川市の例ですと、運賃は100円ですが、150枚１万円という回数券があ
ります。常識外れでしょう、150枚１万円ってどうやって使い切るのだと思い
ませんか？これは商店街用です。それを買ってもらって、配ってもらうための
回数券です。そうやって協賛してもらうやり方もあります。その１万円を買っ
てもらっただけで、もう１万円増収です。そうしたらポスターを配ってもらっ
て、貼ってもらう。お金の出し方はどんなやり方もありますので、いろいろな
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方法が考えられると思います。
　松阪市でやるときには、税法上どうかという検討もしました。寄付というか、
控除されるという特典もあります。実は、ＮＰＯに寄付する場合にはならない
ので、「生活バスよっかいち」ではネックになっています。寄付しても控除で
きないし、しかも、ＮＰＯはバス運行みたいな事業は収益事業と見なされて黒
字の場合は法人税並みに課税される。実は、市がやったり協議会がやったりす
ると税法上も特典が大きいということで、そのあたりも含めてよく検討してい
くということですね。

（質問５）本日はありがとうございます。私は、ＥＳＴ（Environmentally 
Sustainable Transport：環境的に持続可能な交通）や地域公共交通総合連携
計画を都市部でやっています。先ほどの話にも関連するのですが、交通という
のが実は二次需要でありまして、なかなか市役所内部で、「なぜ必要か」と、
特に民間事業者への支援になるのではないかという反対が多いわけです。医療
行政、福祉行政、教育行政に比べて、予算取りとか、市の施策の中で多分負け
ると思うのです。「交通は、いやいや、そうじゃないよ」という理屈をいろい
ろ探しては考え、いろいろな方とも話はしているのですが、どうもうまく説明
できないところがあります。本日の先生のお話にも幾つかヒントはあったので
すが、特に財政部局にストレートに利くような魔法の言葉みたいなのがあれば
教えていただきたいなと思っております。

（加藤）結構難しい質問ですね。一番の魔法の言葉は、首長の言葉です。私、
今30か所ぐらい自治体を担当していますけれども、首長が代わるときにはかな
り注意して、公共交通はすごく大事だという情報をどうやってインプットする
かという戦略はかなり考えています。そのときには、間違った情報を出すと変
なことになるので、そういうことは起こさないようにする。
　公共交通というのは、市民の移動を最低限のところを確保することです。自
分で車で動きたければ動けるという人は勝手にそうすればいいのですが、そう
いうことができない人も結構います。特に子ども、それから高齢者、そして来
訪者もそうです。そういう方に対してきちんと交通手段を提供するということ
は、公共施設に年間何万人使っているということと比べてどのくらい多いのか、
もしくは少ないのかということも見せる。また、それに対する費用が、実は市
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民１人当たり幾らのレベルですよとか、利用者１人当たりで幾らなのだよとい
うことも示すことで、「いや、これはそんなに大した額ではなくて、全体に対
してきちんとインフラとして整備することで、まちのステータスを上げること
ができるという施策なんですよ。」ということをアピールするようなことを、
計画としてきちんと作ることではないかなと思います。
　私はＥＳＴが専門ですので、御市の経過も見ていますけれども、交通計画と
いう視点ではまだまだ弱いのではないですか。やはり交通計画としていったい
何を市は保証しようとしているのかということの原則を打ち立てるべきです。
その辺がないと、太刀打ちができないのではないですか。
　とにかくなくなるからやらなくてはいけないとか、走っていないから埋めな
くてはいけないとかいった話だと、財政当局に説明するといったって説明に
なっていない。「いや、それは要らないからなくなるんじゃないの？」と言わ
れたら終わりということです。そうではなくて、市としてこのくらいやってお
くのが当然だということを、市民に対して何を保証するのか、例えば総合計画
などで何に位置づけて、どういうことが大事なのだということをやろうとした
ら必然的に必要だとか、そういう論理立てはきちんとやった方がいいのではな
いでしょうか。

（質問６）本日はありがとうございます。日ごろ思っていることも含めて相談
させていただきたいと思っております。
　現在、既存バス路線がある程度走っていまして、非常に最低限の生活コース
は確保されているのかなと思っていますが、そういった中でやはり高齢者の
方々から、「乗り継げば目的地まで行けるが、乗り継ぐのがおっくうで、直接
家の前まで来ていただいて、直接目的地まで行きたい。かつ、安く行きたい」
という声が非常に多くあります。その声をすべて満たすには、やはりタクシー
を100円とか安くするような方法が声を満たすのだけれども、やはり既存バス
路線をぶっ壊してしまうような取り組みになりかねないし、やはり公平性の問
題もあるのかなと思っております。対応としては、今の既存のバス路線を乗り
継いで行くための情報提供とか、乗りやすい環境づくり、運転手さんのマナー
の向上とかに取り組みを進めていますが、要望される方にとっては、なかなか
行政が聞いてくれないということで日々苦情を受けています。
　行政としては、最低限今の既存バス路線を守っていきたい。そのために今の
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既存バス路線を活用して、かつ、連携できるような乗り物であればどんどん取
り組んでいきたいという姿勢は示しているのですが、正直どこまで行政がかか
わっていけばいいのかなという基準、そこら辺に日々苦慮しているので、行政
としての役割はどこまでなのか、先生はどうお考えなのか、教えていただけれ
ばと思っております。

（加藤）これは非常に無責任な言い方になる可能性もあるのですが、やはり
個々の自治体の問題になりますので、どこまで取り組まなければいけないかと
いうのは自治体によって決めればいいと思うのです。
　自治体によって、車が全くなくても、車のある人と同じように動けるような
地域であるべきだと思う自治体もあってもいいし、車がない人には住んでもら
いたくないという自治体もあってよい。さまざまだと思います。
　愛知県内の事例ですが、市で本当に交通手段が何もない、市としても何もし
ない、そういうところがあります。でも、そういうところであっても、最近そ
の旗を下ろして、「いやあ、ほんとに何もないのでは、市としていかがなもの
か」というので、やり始めているという状況です。
　したがって、ご自身の市としてはどう考えるかということを、やはりきちん
とお金と相談しながら決めるということですね。
　そのときに既存事業者が存在している。既存事業者というのは、後でいろい
ろ計算すると結果的にそうなるのですが、実はすごく最適化しているのです。
安くやっているのです。自治体のバスをやると、何か今までの補助金より安く
ついたと一瞬思うのですが、実は、それはそのとき非常にダンピングしてその
事業者が取っていたとか、その事業者は経費をきちんと計算していなくて、実
は後で計算したら、こんな経費もこんな経費も忘れていて、次の契約を更改す
るときには５割増しぐらいになっているとか、今そういうのが全国で続出して
います。既存事業者も結構考えているのです。
　また、実はタクシーで全地域をデマンドのように回るということは、今のバ
スでやっていることに比べて相当金がかかるのです。どれだけ金がかかること
なのか、概算でもいいから示した方がいいと思います。ただ、タクシーでも十
分なところにバスを走らせたら、逆の話になります。ですから、市として、ど
こまではバスでやるとうまくお金が回って、そこから先はタクシーとかジャン
ボタクシーとかいろいろなもので補完していくといい、ということを知るため
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の調査をきちんとやる必要があります。
　私が担当しているところの幾つかでは、どこまではバス路線を引いたら良く
て、どこから先はバスでない方がいいかを精査しています。バスでない方がい
いというときには、定時定路線のタクシー、ジャンボタクシー、路線不定期、
あるいは区域運行のデマンド、あるいはボランティア輸送、そのいずれがいい
のか、まさに先ほどお話しした「適材適所」を、実際にバスがどう走っている
かは別として、決めてしまうのです。
　それをその事業者と議論します。そうすると、「いや、市がそうやって言う
のを待っていました」ということが多いです。このように言われると困るとき
にはあまり言わない方がいいかもしれませんが、いや、そう言ってもらった方
がいいという場合は、「それじゃ、ちょっとここで実験をやりましょうか」と
いう話を投げ返して、例えばある所をターミナルにして、そこからを、例えば
コミュニティバス、あるいはデマンドをやってみるとかというのを仕掛けると
いうのもできるかもしれません。その地区がやる気のある地区であれば、そこ
の運営協議会に運行をある程度任せることもいいかもしれません。
　やりたいということを優先させるのか、それとも、地域が盛り上がらなけれ
ばやるべきではないということを優先させるか、いずれの考え方もありえます
から、そのあたりは市として考えを持って、それぞれに応じてやればいいと思
います。
　乗り継ぎに関しては、やはりバスは定時性が非常に悪いので、乗り継ぎは非
常に不安があります。それから、乗り継ぎする停留所が、単に歩道にポールが
立っているだけの停留所だったら困るわけです。ですから、乗り継ぎに足るよ
うな施設がないと、乗り継ぎさせるというのは無理ですし、させるべきではあ
りません。そのためのインフラとしては、できればバスロケーションシステム
みたいなものがあるといいし、それができないとしても、ちゃんと接続ダイヤ
を取るようにします。このバスが来てからでないと発車してはいけないとか、
あるいは、お互いに無線とか携帯を積んで遅れるときには連絡するとか、必ず
乗り継ぎできると宣言した以上はやる。それで、お客さんがいなくて遅れてい
たら、もう行ってしまうというやり方を取る。乗り継ぎについては、そういう
ことをかなり注意深くやる必要があります。
　乗り継ぎ施設は確かに国土交通省の補助金などで優遇されているのですが、
そのためだけの施設を造るのはちょっと工夫が足りない。やはり既存の施設、
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例えばスーパーとか、それこそ病院などのもともと乗降が多い所をうまく使っ
て、そこを乗り継ぎ拠点にしていくということも必要です。そういういろいろ
なことを組み合わせて、事業者もちょっとくらい増収するような施策をきちん
と組み上げていくように、ちょっと頭を使う必要があります。

（質問７）本日はありがとうございます。よろしくお願いします。まだバス担
当になって１年目なので他の皆さんについていけるような自信はないのですが、
うちの状況をご説明して先生のアドバイスを頂きたいと思います。
　小さな市ですけれども、私鉄のローカル鉄道と路線バスを持っている会社が
ありまして、以前はそれなりに乗降客もいて運営ができていました。平成17年
に市が福祉型のコミュニティバスを入れました。もともとは障害者の移動手段
ということで、福祉型ということで入れたのですが、当然有効利用というこ
とで一般の方を100円で乗せるということで、どんどんどんどんそれが拡大し
まして、片や病院まで行くのに路線バスだと400円かかるところを、コミュニ
ティバス、その福祉型で一般の人が乗ると100円か200円で行けるというところ
から、どんどんどんどん乗客の変化が生まれまして、路線バスには乗らなくな
りました。
　昨年、平成20年に、事業者ももうこれでは経営が成り立っていかないという
ことで大幅に路線を減らしてきました。それで住民の火がかなり噴きまして、
今、大変な状態でいろいろなことを一つ一つ火を消しているような状況です。
　しかしながら、それはあくまでも一時的なしのぎであって、今後、市として
やはり交通の全体を見直す時期が来ていると思っています。一つ例をいいます
と、その福祉型を、地域型とか都市型のコミュニティに変更しながらやってい
く。また、市域の真ん中を主に鉄道が走っていますが、そのアクセスを利用し
ながら一つの形態を作っていくという方に考えていかないといけない、再編を
しないといけないというのは頭の中では考えています。
　そこで、地域住民との新しいそういう計画的なことをしていく中でのかかわ
り方についてお聞きしたいと思います。なぜかといいますと、地元に入るとや
はり「わしとこも来いや」「全部バスを持ってきてくれ」という既得権的なこ
とでどんどん言われますので、どういうふうにこれからかかわっていって計画
を作っていくべきなのか、ちょっと教えていただきたいのです。
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（加藤）大阪府は本当に全国で一番恵まれているところだと思いますが、それ
でも路線バス利用者が増えているということはないでしょう。みんな減でしょ
う。ですから、ほかの県よりも10年とか５年遅れているだけだと考えたら、例
えば10年ぐらい先は名古屋と同じような感じかもしれません。ですから、もう
そこをある程度見て、今、例えば30分に１本ぐらいでそれなりに乗っている路
線でも、10年後になったら２時間に１本しかないかもしれないとちょっと想像
してみる。実は、路線バスについてはもう全路線、そういう想定をしておかな
くてはいけません。それぞれの路線が赤か黒か、事業者としてやる気がある路
線か否か。５年ぐらいのうちに危ないか、危なくないのか、こういうリストを
絶対作らなくてはいけないです。事業者が退出を申し出てから対処していては
手遅れです。その上で、近い将来、危機に陥ることが見込まれる路線について
は、自治体バスにするか、やめるか、やめるとしたらどういう保証をしていく
かということも含めて検討する。利用者の状況が変わっていくことに対してど
う対応していくかという戦略はやはり作っていく必要があるでしょう。
　大阪はお話しされたようなパターンが結構多いですか？路線バスはあるのだ
けれども、空白のところもあったので、何かそれを埋めるような福祉バスの
無料とか100円とかのものを走らせたら、路線バスとかなりけんかになるとか、
あるいは、取ってしまうとか。結構そういうことを聞きます。そうなってし
まった以上は、市民が１回安い値段に慣れてしまっていますから、もう根本的
に作り変えるしかしかたがないということに陥っています。もちろん財政当局
あたりからは、「といったって、幾らしか出しちゃ駄目よ」というのはあるで
しょう。それは念頭に置きながらも、そこに縛られすぎないで、先ほど申しま
したけれども、ある程度自由に、市内の公共交通はどういうところにどれだけ
あったらいいのかということを、やはり白紙のところから考え直してみる必要
があると思います。
　同時に、住民の皆さんに話をするときには、「いつまでもあると思うな、路
線バス」という、要するに既得権は何もない、ということをはっきり話す必要
があります。なぜかというと、既得権を主張しても、放っておいたらどうせな
くなる。つまり、なくなるのが早いか遅いかだけの既得権であって、そんなも
のは既得権でも何でもないのだと考えてもらう。そして、なくなるのではなく
て新しいものにしていくためには、その地域の皆さんが何らかのアクションを
起こさなければいけませんという制限をしてしまうことが大事だと思います。
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そのときに、何かしてもらわないといけませんということがあまりにもハード
ルが高いと厳しいと思うので、例えばバス運行協力会をまず作ってくださいと
か、そういう話をする機会を地域で立ち上げてください、といった話をして
いった方がいいかもしれません。
　その上で、「要望は一切受け付けません」とします。もちろん勝手に手紙を
出してくる分にはいいのですが、要望を出してきている方に対しては、「では、
あなたは乗りますか」と返していく。
　例えば、あなたが１年定期券を10年間買ってくれたらやるかもしれないけれ
ども、そうではなくて、何もしないで単に路線を引けといったって、それは無
理でしょう。あなたが１人で言ったって、あと幾らかかるのですかということ
を、率直に受益と負担の話はするべきですね。その上で、あなただけ言ってい
てもだめだけれども、30人が１年定期券を買ってくれたら走るかもしれません。
では、その協議会で30人がどうやったら１年定期券を買ってくれるかの協議を
してくださいと。30人だけでも足りなくて、本当は100人いないと足りないの
だけれども、あと70人のうち何割かは市でも何とかするけれども、それは事業
者とも話し合って、どうやってそのプラスアルファを作っていくかということ
を検討していきましょうと、そういう地域組織を作っていくことだと思います。
とにかく無償で与えるということはあってはならないということです。
　今まで地域は、なくなると困る、困るので何とかしろという話ばかりでした
ね。そうすると、例えば議員さんとかで自分の地盤の所で自分の任期中になく
なってもらったら困るとか、そういうので泣きついて、やらなければいけない
というのもあったと思います。だけど金がかかるので、そんな簡単にいきませ
ん。今後はそこら中で出てきますから。これは投票と同じです。つまり、議員
さんにとって何票集まるかというのが、この場合、乗客になります。結局、何
人乗るか、その路線が当選するか落選するかというのと同じです。しかも、こ
れは毎日投票されるのです。それが地域公共交通プロデューサーの一番つらい
ところです。その乗降客数の状況が毎月送られてきます。私もそれに一喜一憂
していたら体がもたないので、あまり深く考えないで気長に考えるようにして
いますが、そのくらいシビアなものです。
　このようなシビアな利用状況データに対して、お金がどうなっているかとい
うことを情報開示しながら、「皆さんがちゃんと支えてくれれば、これは走り
ます。何だかんだいっても１路線1,000万ちょっとのことなので何とかなるで
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しょう。もっと言ったら、あなたたちが、それが守れないということは、その
程度ですよね」という話をきちっとやるということだと思います。
　今、厳しい状況になっているというお話でしたが、実は今がチャンスかもし
れませんね。私自身はそのような、厳しいが、しかしチャンスがあるというと
ころで仕事をしたくなりますね。何かご協力できることがあれば、やりたいと
思います。皆さんもがんばってください。
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